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１．はじめに

本稿は、大きな転換期にあるわが国の専門職養成の
在り方について，その「質」保証システムに焦点を絞
り，高等教育をめぐる政策とそこでの取り組みについ
て考察する。具体的には，医師と法曹という専門職の

２つのプロトタイプを取り上げ，それぞれの大学（院）
の教育課程における「質」保証の取り組みを対象とし，
その導入の背景と実施プロセスを跡づける。さらに，
質保証の在り方に関する政府・審議会の議事録分析を
通じて，医学（教育）界，法曹（教育）界におけるア
クター群の「質」保証に対するロジックと戦略を抽出
し，他の専門職養成に対するインプリケーションを考
察する。
さて，「専門職」１）の養成には，一連のプロセスがあ

る。すなわち，①高等教育（入学選抜～専門準備教育
～専門教育～実習～卒業試験）―②資格試験（国家試
験での選抜・認定）―③現場での採用・研修・生涯教
育などのプロセスである。これらのプロセスの中で，
専門職の「量」と「質」は，それぞれの段階ごとに様々
な要因に左右されており一貫した整合性があるわけで
はなく，その量と質を誰が決定しているのか，つまり
養成プロセスの各段階をどのような集団・勢力が支配
的な影響力を持っているか，という点が専門職養成を
考える際には重要な論点となる。橋本（２００８）ならび
に橋本編（２００９）では，そうした論点を踏まえた上で，
医師をはじめとする様々な専門職の「量」に関する議
論から，それぞれの専門職養成に関わるアクター群の
ロジックとヘゲモニーを分析した。本稿では，さらに
専門職養成の「質」ならびにその保証システムに関す
る議論を深めるため，医師と法曹に関して①段階の教
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育課程における取り組みを考察する。
ところで，昨今のわが国の専門（職）養成プロセス

を概観してみると，まず高等教育機関では，法曹，会
計士・税理士さらにはビジネスプロフェッションなど
のように，専門教育を学士課程段階で完結してきた形
態から，「理論と実践を架橋」するアメリカ型の「専
門職大学院」へと移行させている分野もあれば，薬剤
師，看護師のように，これまでの教育体系を６（４）
年制の学士課程教育へと延長・統一し，専門教育と関
連病院での卒前実習を統合させて専門職養成の充実を
行おうとしている分野もある。また初中等教員の養成
については，現時点ではその成り行きは未確定ではあ
るが，既存の大学院修士課程もしくは教職専門職大学
院に連結させる形での６年制化が企図されている分野
もある。また，こうした制度的改編や教育期間延長だ
けではなく，入口と出口それぞれの「管理」，たとえ
ば入学試験・卒業試験の厳格化なども進められてきて
いる。またその中身，すなわち教育課程面での改革も
急である。後述するように，コア・カリキュラムや共
用試験の導入・実施，（臨床）実習と現場実務との緊
密化，などが図られてきている。次に，資格試験（国
家試験）での在り方については，その実施主体，時期，
内容，方法などは各専門職によって大きく異なるが，
多くの専門職養成で高等教育機関での教育内容との連
関をどう整備するかが大きなイシューとなってきてい
る。第３段階目の現場への参入時点においても，研
修・修習システムに関して改革が進んできている。た
とえば医師では国家試験合格後２年以上の臨床研修を
必修とする制度改革が施行されてきたが，そのマッチ
ングにおける都市偏重や大学病院における人員補充が
問題化しており，法曹もこれまでの司法修習制度は期
間短縮とともにそこでの研修システムや給与の可否が
大きな問題となってきている。また公認会計士では国
家試験制度の変更に伴い，その要件となる実務経験・
補習が大きく改変されてきている。
このように，わが国の専門職養成のプロセスは大き

な変動期にあると言えるが，こうした改革の大きな動
因の一つは，専門職としての適正な資質や能力（専門
職コンピテンシー）について，その「質」保証を求め
る国家，社会側からの要求・要請によるところが大き
い。専門（職）教育が扱う知識と技術の量は，幾何級
数的に増大するとともに細分化も進んできている。専
門職のサービスや効用に対する顧客層から視線は厳し
くなっている。さらに社会各層の新たなニーズへの対
応とともに，業際的・学際的な分野やそれに携わる人

材養成も求められるようになってきている。こうした
環境の変化に対応するため，各専門（職）教育は，そ
の質を維持・確保するとともに，一層の改善・向上が
図られてきている。それには教育内容・方法と現場
（知）とのレリバンスを強め，顧客層のニーズに応え
る形で再編成を図り，またその成果（達成度）を客観
的に評価するといった方向性が要請される。
しかし現実的には，各専門（職）教育の学習内容は，

上述のようにきわめて膨大化・複雑化して従来のカリ
キュラムではその全てを学修することは不可能になっ
てきているが，同時にそれに並行する形でそのカリ
キュラムや方法論も各大学（高等教育機関）ならびに
担当教員の裁量に任されて区々様々であるため，同じ
専門（職）教育といっても，それぞれが養成・創出す
る専門的な能力（専門職コンピテンシー）にも一定の
水準確保への懸念が生じかねない。こうした現状に鑑
みて，昨今の専門（職）教育は，精選された基本的内
容を重点的に履修させる「コア・カリキュラム」の確
立と，現場実務（知）にリンクしつつ顧客層の視点に
立った「（実務）実習」の強化・改善，さらにはそれ
らの「教育成果の統一的な評価」に重点が置かれるよ
うになってきていると言える。
本稿では，こうした専門職（コンピテンシー）に対

する質保証の在り方とその方策（「仕掛け」）に関し
て，政府における政策と高等教育機関における取り組
みを概観し，専門職養成を取り巻くアクター群のロ
ジックと戦略を考察し，他の専門（職）教育に対する
インプリケーションを得ることを目的としている。具
体的には，医師と法曹の養成に関して，学士課程にお
ける医学教育の改編と，法科大学院における法曹養成
の改革を取り上げ，それぞれその政策背景と改革の現
状を俯瞰した上で，「質」保証システムの導入・実施
の画期となった「医学・歯学の在り方に関する調査協
力会議」と「中教審大学部会法科大学院特別委員会」
両者における議事録を質的アプローチから内容分析
し，双方の専門職養成の質保証の在り方とそれに関わ
るアクター群のロジックと戦略を考察して，今後の改
革に関する方向性を探る。

２．「質」保証に関する政策動向

（１）認証評価システムと「専門分野別評価」

まず，専門職養成の質保証に関わって，昨今の高等
教育全般に関わる「質保証」システムについて，特に
専門職に密接に関連する「専門分野別」の質保証なら
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びに専門職大学院の認証評価の政策動向を押さえてお
きたい。本稿で取り上げる医師養成（医学教育）にお
けるコア・カリキュラムは専門分野別認証評価の先行
事例としてモデル化されているとともに，法曹養成に
関わる法科専門職大学院もまた専門分野別認証評価に
あたって最も重要な案件となっている。
さて，「質保証」については，２０００年代に入ってか

ら高等教育全般にわたって大きな政策的イシューと
なってきた。特に，大学学部・大学院教育に関する質
保証は，これまでの設置基準・設置認可といった事前
評価から事後評価への大きな流れの中で，２００４年度か
らスタートした「認証評価」制度のもとで具現化され
てきたと言える２）。
認証評価制度は，国・公・私立を問わず，全ての大

学・短期大学・高等専門学校が定期的に国（文部科学
大臣）が認証した評価機関によって評価（認証評価）
を受ける制度である。機関別評価（７年以内ごと，教
育研究，組織運営，施設整備などの総合的な状況につ
いて）と専門分野別評価（５年以内ごと，教育課程，
教員組織，その他の教育研究活動の状況について）の
２種類の認証評価がある。前者の評価機関としては，
大学評価・学位授与機構，短期大学基準協会，大学基
準協会，日本高等教育評価機構が認証されている。ま
た後者は現在のところ専門職大学院にのみ適応される
ものであり，特に本稿で取り扱う専門職養成・教育の
質保証について言えば，このうちの専門職大学院にお
ける専門分野別評価がポイントとなるが，その認証評
価を行う第三者機関としては，法科大学院では大学評
価・学位授与機構，大学基準協会，日弁連法務研究財
団，経営分野では，大学基準協会，NPO法人 ABEST

２１，会計分野では NPO法人国際会計教育協会，助産
分野では NPO法人日本助産評価機構，臨床心理分野
では日本臨床心理士資格認定協会，公共政策分野では
大学基準協会，学校教育分野・教職大学院では教員養
成評価機構，産業技術分野では日本技術者教育認定機
構（JABEE），ファッション・ビジネス分野では日本
高等教育評価機構などが認証されている（２０１０年８月
現在）。
このように，専門分野ごとの質保証は当初は専門職

大学院に限定されており，学士課程段階ならびに既存
の大学院教育について言えば，こうした観点は希薄で
あった。しかし，２００５年１月の中教審「我が国の高等
教育の将来像」（答申）では，「高等教育の質の保証」
として，上記のような学協会等の協力を得た分野別評
価の積極的導入，またその「質の向上に関する考え方」

として，学士課程段階で分野別のコア・カリキュラム
づくりとその実施は機関別・分野別の大学評価と有機
的に結びつけることが期待されるものとの提言がなさ
れるようになった。さらに，同年９月の中央教育審議
会「新時代の大学院教育―国際的に魅力ある大学院教
育の構築に向けて―」（答申）でも，大学院で養成さ
れる人材の国際的な活躍を期待して，大学院教育の国
際的な通用性，信頼性を確保すべき専門分野別評価の
導入の必要性が提言されることとなった。
さらに中教審は２００８年１２月の「学士課程教育の構築

に向けて」（答申）では，学士課程教育の共通の学習
成果を達成する目的で，学士課程教育の方針を明確化
し質の保証枠組み作りを促進するとして，以下の４点
にわたる「学士力」をあげた。すなわち，（１）知識・
理解，（２）汎用的技能，（３）態度・志向性，（４）統
合的な学習経験と創造的思考力である。重要なのは，
わが国の学士課程教育が，従来から専門学部体制を
とっていることを踏まえ，こうした「学士力」（学士
課程共通の学習成果）は「各専攻分野を通じて培われ
る」としている点である。それには，「将来的な分野
別評価の実施を視野に入れて，大学間の連携，学協会
を含む大学団体等を積極的に支援し，日本学術会議と
の連携を図りつつ，分野別の質保証の枠組みづくりを
促進する」とし，その具体的な方策として，「学習成
果や到達目標の設定」や，「OECDの高等教育におけ
る学習成果の評価（AHELO）」など「国際的な通用性
に留意しつつ，分野別のコア・カリキュラムを作成す
る等の取組を促進する」としたのである。中教審・文
科省は，学士課程教育共通の学習成果やその質保証の
ためのコアカリ策定，到達目標の設定などが必須とし
ながらも，学士課程は大学の各専門学部がコントロー
ルする学部体制をとっていることから，まずは改革の
主体と設定を大学界・学術界側（日本学術会議）に委
託するという手順を踏んだわけである。しかしなが
ら，その一方で政府・文科省は，後述するように医学
教育でのコアカリなどを事例に出すとともに，すでに
５７分野ごとに分野別評価を実施しているイギリスの高
等教育質保証機構（QAA）を参考に工学や経済学な
ど４分野での学習成果評価のフィージビリティ・スタ
ディに参加する意志を表明するなど，学士課程段階で
の専門分野別の質保証システムの推進を宣言したもの
と理解して良いだろう。
こうして，当初導入されていた専門職大学院だけで

はなく，学士課程段階ならびに既存の大学院教育にお
いても専門分野別評価の方向性が示されたこと，また
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これまで教育活動に関する認証評価は制度面の整備状
況に関する事項が中心で，またカリキュラムの評価に
ついても，その編成理念や定員・学位授与数といった
外形的な数値評価がメインであったものが，教育の目
標，達成度，コア・カリキュラム，学習成果などの具
体的な内容面にまで踏み込んだものとなっている。
さて，こうした動きと並行する形で，大学基準協会

では２００６年１月「今後の活動方針」の中で，これまで
機関別評価の中で行ってきた専門分野別評価を新たな
評価システムとして独立することを提言，全国の大学
院研究科に対するアンケート調査を実施するなど，専
門分野ごとの特性分析を行っている３）。また上記の中
教審答申「学士課程教育の構築に向けて」ならびに文
科省からの委託を受け，日本学術会議は学士課程にお
ける専門分野別質保証の在り方を探ることとな
り，２０１０年７月「大学教育の分野別質保証の在り方に
ついて」を報告した。この報告は今後の専門分野の質
保証システムの政策論議の契機となるものと思われる
ので，次節で専門職の質保証との相違に焦点を絞りな
がら触れておきたい。

（２）日本学術会議報告

学術会議は，上記の中教審答申にある「各専攻分野
を通じて培う学士力」というスタンスを踏まえて，全
ての専門学部でのコアカリ編成や教育目標設定を回避
しつつ，①各学問分野に固有の特性，②すべての学生
が身に付けるべき基本的な素養，③学習方法及び学習
成果の評価方法に関する基本的な考え方，などの点を
重視した「教育課程編成上の参照基準」を提示した
（同４頁）。
その「参照基準」とは，「規制的な性格を有するも

のでない」とした上で（同４～５頁），「あくまで一つ
の「出発点」として，分野の理念・哲学並びに中核的
要素の同定に留まるものであり，それにどのように肉
付けをし，具体化を図っていくかは各大学の手に委ね
られるものでなければならない。」（同５頁）とした。
また「参照基準の作成の手引き」として，

「１．当該学問分野の定義
２．当該学問分野に固有の特性
３．当該学問分野を学ぶすべての学生が身に付ける
ことを目指すべき基本的な素養
� 当該分野の学びを通じて獲得すべき基本的な
知識と理解

� 当該分野の学びを通じて獲得すべき基本的な

能力
ａ 分野に固有の能力
ｂ ジェネリックスキル

４．学習方法及び学習成果の評価方法に関する基本
的な考え方

５．市民性の涵養をめぐる専門教育と教養教育との
関わり」

を「付録」の形で参考資料として各大学での作成の際
の方針案を示し，A４何枚という形での基準をあげて
いる（同，１７～２０頁）。
学術会議は，この専門分野別の参照基準の策定に関

わって，すでに先行している工学系，医療系学部との
比較をしているが，「ひと言で言えば，特定の専門職
の養成課程に関する質保証と，学士課程教育の一般的
な質保証との違い」（同１０頁）があるとして，工学・
医療の専門学部で行われている認証評価やコア・カリ
キュラム・統一試験とは，一線を画している。つまり，
専門職の質保証では，「確立された専門職業資格は，
当然のことながら当該資格を担う者が具備すべき知
識・理解・能力の内容に対する具体的な要求水準が明
確であり，社会に対して直接的な質保証の責任を負っ
ている。こうした分野については，一定の基準に基づ
いてその適格性を認定したり，コア・カリキュラムに
よって一定の標準化を図ったりする必要性があること
はよく理解できる」とし，そうではない専門学部では，
「学生の進路も多様であり，大学によって教育の重点
の置き方も多様であって然るべきである。しかしその
ような分野においても共通して言えるのは，学生が自
身にとって意義あるものを身に付けることが重要であ
り，なおかつそれは，分野の特性に根差したものであ
るべきことである」（同９～１０頁）であるとして，大
きな相違があるとしたのである。

（３）専門（職）教育の質保証

このように，専門分野別の質保証は専門大学院の認
証評価としてはじまり，近年では学士段階の専門学部
にも及んでいる。その双方において，医師と法曹とい
う専門職の２つのプロトタイプの養成は，他の分野に
先駆ける形で，質保証のシステムと法令が整備されて
きたとも言える。
専門職大学院の制度を牽引してきた法科大学院（構

想）は，大学院ごとに逐次認証評価が実施され，２０１０
年３月の段階ですべての大学院の評価が終了してい
る。不適格認定された大学院も少なくなく，法曹養成
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の質保証が厳しく問われる結果となっている。こうし
た認証評価に応答・併行する形で，文科省・中教審も
法科大学院の教育課程の改革と改善に乗り出している
が，そこでは法曹養成を司法試験という「点」による
保証から大学院教育という「プロセス」へと転換した
理念と制度を踏まえて，大学院における教育課程の在
り方と「質」をどのように保証するかが，法曹教育・
養成を取りまく法曹界の様々なアクター（ステークホ
ルダー）らによって集中的に論議されている。した
がって，その議論から質保証の方策と課題を探ること
は，法曹養成の質保証の在り方に留まらず，他の専門
職大学院での専門（職）教育の質保証の今後を見極め
る上でも重要である。
また一方で，学士課程段階の専門分野別の質保証に

ついては，学術会議は他の専門教育とは異なる特質を
有している（ので他の分野にはその方法論は援用でき
ない）としながらも，先行する事例として医学教育を
上げて議論の参照としている。実際，医学部ではすで
に２００１年度からモデル・コアカリの全国の医学部・医
大への導入が図られ，またそれに基づいた共用試験が
実施されるようになっており，教育課程における質保
証の仕組みが整備されていると言えよう。たしかに医
療行為という医師の役割が社会から一定の「合意」が
とりやすくコアカリなども策定しやすいとは言える
が，しかし医学教育を取り巻くアクター（ステークホ
ルダー）がどのようにその合意に適応しようとしたの
か，言い換えれば，医学教育の抜本的な改革につなが
るコアカリや共用試験を導入・実施することになった
（できた）ロジックと戦略はどのようなものであった
のか，については必ずしも自明ではない。したがって，
モデル・コアカリなどの導入を決定づけた議論を丹念
に跡づけることが必要となる。
そこで次章以下では，大学教育のモデルカリキュラ

ム・成果試験を導入・実施している医師（医学部にお
ける教育課程）と，教育内容に関して専門分野別の認
証評価が実施されている法曹（法科大学院における教
育課程）を取り上げ，その養成プロセスにおける専門
職の質保証の「仕掛け」と，それを支える医学界・法
曹界のロジックと戦略を分析する。まず両者の教育課
程における質保証に関する政策背景を概観し，実際に
どのような具体的な「仕掛け」（モデル・コアカリの
内容・方法論，教育目標の設定方法，共用試験などで
の測定手法など）が設置されてきた（いる）のか，に
ついて考察する。そして，そうした教育課程の改革を
決定づけた政策論議の「議事録」を題材に，質保証の

在り方や「仕掛け」導入の可否に関する議論を分析す
る。この作業によって，医師と法曹双方の各教育界の
アクター（ステークホルダー）らによる「質」の定義
の仕方とその保証システムを支えるロジックと戦略が
浮き彫りにできるであろう。確かに，ここで取り上げ
る医師や法曹での質保証の仕掛けは，学術会議が指摘
するように，全く同じ形で他の専門分野に導入・実施
されることは考えにくいだろう。しかし，一方で学術
会議はその報告書の中で「当面３年間で３０程度の主要
な分野を取り上げ，参照基準を策定することを目標と
したい」（１３頁）とも提言しており，今後，各専門職
大学院ならびに各専門学部に何らかの仕掛けが導入さ
れる際に，本稿で取り上げる２つの先行事例の質保証
システムの在り方は，他の分野においても参考になる
ものと思われる。

３．医師養成の質保証システム

医師の養成プロセスは，医学部入学から現場での医
療活動に就くまで様々な段階を踏んだ質保証のシステ
ムが働いていると言っていい。入学試験，医学教育，
卒業試験，国家試験，臨床研修，専門医制度など，一
連の養成プロセスの各段階での質保証の在り方があり
得るが，しかしここ１０年来，その質保証システムの改
革は６年間にわたる医学教育課程と臨床研修制度に収
斂し，抜本的かつ急速に推進されてきている。以下で
は，その教育課程の段階の改革に焦点を絞り，その政
策背景を跡づけた上で，どのようなシステムが導入さ
れたのか，またその改革を支える医学界のロジックと
戦略を考察しておきたい。

（１）政策背景

１９９５年１１月，文部省は「２１世紀医学・医療懇談会」
（会長：浅田敏雄，東邦大学名誉学長）を設置，「２１世
紀における我が国の医学・医療の姿を見据えた教育・
研究・診療の進展を図る上で必要な諸方策について検
討」を開始した。同懇談会は１９９９年までに，４次にわ
たって医学・医療全般にわたる改革課題を報告した。
第１次報告「２１世紀の命と健康を守る医療人の育成を
目指して」（１９９６年６月），第２次報告「２１世紀に向け
た介護関係人材の育成の在り方について」（１９９７年２
月），第３次報告「２１世紀に向けた大学病院の在り方
について」（１９９７年７月）であるが，２０００年代以降の
医学教育の大改革につながったのは，第４次報告「２１
世紀に向けた医師・歯科医師の育成体制の在り方につ
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いて」（１９９９年２月）である。この報告の中で同懇談
会は，「各大学において医学・歯学教育改革に係る
様々な取組が始められていること，大学審議会から具
体的な改革方策が提言されたこと，医療提供体制の改
革の一環として，・・育成・確保体制の適正化の必要
性が指摘されている」ことなどを踏まえて，医学教育
全般にわたってかなり踏み込んだ提言を行った。
その中で「学部教育の改善」に関しては，「面接の

充実，適性検査の活用など，入学者選抜方法の一層の
改善。学士編入学制度の導入の拡大と充実。病院への
体験入院，介護福祉施設等での実習や，豊かな人間性
を育む教養教育，コミュニケーション教育，生命の尊
厳や死に関する教育等の充実。少人数教育やチュート
リアル教育の導入等による問題発見解決能力の育成。
クリニカル・クラークシップ（医療チームの一員とし
て医療行為に携わる臨床実習の形態），地域の医療機
関の優れた人材に教育に協力いただく「臨床教授」制
度の導入等による臨床実習の充実。精選された基本的
内容を重点的に履修させるコア・カリキュラムの確立
及び選択履修科目の拡充多様化。適切な進級認定の実
施，特に臨床実習に臨む学生に対する共通評価システ
ムの構築に向け具体的検討を要望。プライマリケア，
高齢者医療，末期医療，救急医療，医薬品の適正使用，
効果的，合理的な医療提供等，今日の医療の課題に応
じた諸分野の教育の充実。」などである。報告から１０
年経った現在から見ると，それらのほとんどはこの１０
年間で導入施行されており，この第４次報告がその後
の医師養成・医学教育改革の布石となっていたかがわ
かる。
この第４次報告を受け，文部省は２０００年３月，「医

学・歯学教育の在り方に関する調査研究協力者会議」
（座長：高久史麿，自治医科大学長。以下，「在り方会
議」と略記）を設置，報告書の内容を実施する具体的
な方策の案出に乗り出すこととなった。同調査研究協
力者会議は，それ以降１３回にわたる審議を経て，２００１
年３月に「２１世紀における医学・歯学教育の改善方策
について―学部教育の再構築の為に―」と題した報告
結果をまとめた。またその別冊として「医学における
教育プログラムの研究・開発事業委員会」（以下，「教
育プログラム事業委員会」と略記）の名で「医学教育
モデル・コア・カリキュラム―教育内容ガイドライン
―」が提示された。ただし，上記懇談会での議論と並
行して，実際にはこの「教育プログラム事業委員会」
（佐藤達夫東京医科歯科大学医学部長）の他に，「効果
的な臨床実習の導入・実施に関する調査研究委員会」

（福井次矢京大医学部教授），「歯学教育プログラム調
査研究会」（江藤一洋東京医科歯科大学歯学部長），
「教育の教育業績評価方法に関するワーキンググルー
プ」（吉田洋二山梨医科大学学長）が設置されており，
具体的な方策についてはこれらの委員会でなされてお
り，「教育プログラム事業委員会」では１９９８年あたり
からすでにモデル・コア・カリキュラムの作成を開始
していたようである４）。１９９８～９９年に全国医大・医学
部にアンケート調査を行い，コアとなるべき医学教育
内容をガイドラインとして提示することが望ましいと
回答した医科大学・医学部が７０％以上を占めるなどの
結果を得ていたが５），懇談会の第４次報告の時点では
具体的なモデルカリキュラムは案出されておらず，そ
の後この委員会をメインに長時間の協議・作業を経て
策定されていった。ただし，この委員会を含め上記の
委員会は「在り方会議」に統括される形にあり６），「在
り方会議」の毎月１回の例会で「教育プログラム事業
委員会」のカリキュラム作成の進捗状況が報告され，
問題点などについて議論され，オーソライズされてい
くという経過をたどっている。
さて，この報告書では，（１）これまでの医学・歯

学教育の内容を整理，精選したカリキュラムの提示，
（２）臨床実習をこれまでの見学型から診療参加型と
した臨床実習カリキュラムの提示，（３）臨床実習開
始前の学生の評価システムの導入の提案，（４）教え
る側（教員，教育組織）の能力及び機能向上のための
提案をアウトラインとしており，望ましいカリキュラ
ムの在り方やカリキュラム改革の推進体制に触れ，
「モデル・コア・カリキュラム」を提唱，また「臨床
実習開始前の学生の適切な評価システム」の必要性か
ら「大学間の共用試験システム」の開発と導入，「今
後の臨床実習の在り方」として「診療参加型臨床実習
の実施」，教員については研究業績だけではなく適切
な「教育業績評価」，さらにそのための「教育組織の
機能開発（FD）」など，きわめて具体的な教育内容の
改革案が提起され，この報告に基づいて，２００２年から
「共用試験システム（CBTと OSCE）」のトライアルが
開始され，２００５年には全国の医大・医学部で CBT,

OSCEが正式に実施開始されるに至るなど，現在につ
ながる医学教育課程の抜本的改革につながったのであ
る。
なお，このモデル・コアカリについては，文部科学

省は２００５年５月に「医学教育の改善・充実に関する調
査研究協力者会議」（座長高久史麿）を発足させ，そ
の中に「医学教育モデル・コア・カリキュラム」の改
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訂に関するワーキンググループを設置し，早急に対応
すべき事項の検討を行い，モデル・コアカリ定着まで
には今しばらく様子を見る必要などから，必要最小限
の改訂がなされている。さらに，２００７年４月，医学教
育モデル・コア・カリキュラム改訂に関する恒常的な
組織として，モデル・コア・カリキュラムの改訂・作
成を行う専門研究委員会ならびにモデル・コア・カリ
キュラムの改訂等を決定する連絡調整委員会が設置さ
れている。
さて，いずれにしても，現在の医師養成の教育課程

は，このモデル・コアカリによって大きく改編された
と言ってよい。次節では，この「モデル・コアカリ」，
「共用試験」，「診療参加型臨床実習」の各項目につい
て概観した上で７），３節ではその導入と方向性を決定
づけた上記「在り方会議」の議事録を分析し，質保証
の改革を進めたロジックと戦略を考察する。

（２）改革の現状

①モデル・コア・カリキュラム

上述のように，２００１年３月に提出されたモデル・コ
アカリの「教育内容ガイドライン」では，あくまでも
「各大学が編成するカリキュラムの参考」として，「ど
の程度の時間数（または，単位数）で，また，どのよ
うな授業科目の中で履修させ，どのような授業形態で
実施するかは，各医科大学（医学部）の責任において
教育理念に基づき決定すべきもの」との但し書きが添
えられているが，「現時点で修得すべきと考えられる
必須の基本となる教育内容」が提示されており，「お
よそ従来の３分の２程度の時間数（単位数）で履修さ
せることが妥当」とされている８）。こうして，カリキュ
ラム全体の３分の２程度が必修（コア）となり，残り
３分の１が各大学・医学部の選択的なカリキュラムと
なった。これまで，各科・各講座単位の系統講義（講
座別カリキュラム＝○○logy）から，重複を避けると
ともに，基礎・臨床を含めた器官別・臓器別の統合学
習（system-based curriculum）が目指されるようになり，
それに対応した Aから Gまでの項目区分９），具体的な
教育内容と到達目標，単位数が作成されたのである。
たとえば，「A．基礎項目の３．コミュニケーショ

ンとチーム医療」には，「（２）患者と医師の関係」が
設定されており，「一般目標」として，「患者と医師の
良好な関係を築くために，患者の個別的背景を理解
し，問題点を把握する能力を身につける」。またその
「到達目標」には，「１）患者と家族の精神的・身体的
苦痛に十分配慮できる。２）患者に分かりやすい言葉

で対話できる。３）患者の心理的および社会的背景を
把握し，抱える問題点を抽出・整理できる。４）医療
行為が患者と医師の契約的な信頼関係にもとづいてい
ることを説明できる。５）患者の要望（診察・転医・
紹介）への対処の仕方を説明できる。６）カウンセリ
ングの重要性を概説できる。」などの項目が明示され
ている。こうした項目で重要なのは，医学の専門的知
識や手技だけではなく，医師としての資質，態度，マ
インドなどまで項目化され，また目標が設定され，さ
らにそれらについて後述する共用試験で考査すること
となった点である。

②臨床実習開始前の共用試験

２００５年度から，共用試験として CBTならびに OSCE

が，それまでの試行期間を経て正式に全国の医学部・
医大が参加することとなった。この共用試験は，４年
次終わりから５年次の初めに実施されるもので，「モ
デル・コア・カリキュラムの目玉のひとつ」であると
もされており（佐藤２００２，１９５頁），コンピュータを用
いて知識・問題解決能力を評価する客観試験（CBT :

Computer Based Testing）と，診察技能や患者への態度
など，医師としての基本的な臨床能力を評価する
OSCE（客観的臨床技能試験：Objective Structured

Clinical Examination）から構成されており，現在では
「社団法人 医療系大学間共用試験実施評価機構」
（CATO）がその運営に携わっている。

CBTは，上記のモデル・コアカリに基づいて作成
された問題が約万題以上プールされており，それがコ
ンピュータによって各受験生に出題される。試験問題
は多肢選択式（Multiple choice question）であるが，問
題は１人ひとり異なり，試験時間は約６時間に及ぶ。

OSCEは，複数のステーション（小部屋の試験場）
を多数準備・使用し，１ステーション５分から１０分程
度の時間内に，模擬患者を相手に医療面接や診察など
いくつかの課題について学生の臨床能力（態度・技
能）を評価するものである。ステーションの構成例と
しては，医療面接（１０分）→頭頸部診察（５分）→胸
部診察（５分）→腹部診察（５分）→神経診察（５分）
→救急（５分）などとなっている。CBTとは異なり，
OSCEは同一課題，同一条件での試験であり，評価者
はあらかじめ準備された評価表（基準）に沿って学生
の評価を行う。そのため，評価者の評価に差が出ない
ように，評価者自身の外部評価認定（講習会）や，大
学間での相互乗り入れが実施されている。
また，共用試験の合格基準は各大学に任されている
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が，基本的にはこれに合格しないと臨床実習に入れな
い（進級できない）のが原則である。これは，後述す
る診療型実習であるクリニカル・クラークシップに学
生が参加するにあたって，医師免許を持っていない学
生に医療行為を行わせる違法性を回避するとともに，
患者に対する説明責任の役割も果たしている。

OSCEは欧米で開発が進み，わが国では１９９４年から
川崎医科大学で導入され，それ以降大学間に普及して
きたものだが，重要なのは上述のモデル・コアカリの
「A」における態度や資質の内容・目標の設定などに
も関連するが，医療現場での診断「技能」はもちろん
のこと，患者への挨拶や説明，マナーや身だしなみ，
患者との良好な（共感的）コミュニケーションなどと
いった「態度」についても実地に測定するという方策
が，全国統一的に導入・実施されるようになったこと
である１０）。

③診療参加型臨床実習（クリニカル・クラークシッ

プ）

学生は共用試験に合格すると臨床実習へと進むこと
になるが，モデル・コアカリでは，これまでの見学型
から，診療参加型（医療行為を行う）「クリクラ」
（Clinical Clerkship）を求めている。モデル・コアカリ
の「教育内容ガイドライン」には，学生はチームの一
員として患者の診療に参加し，診断・治療計画の策
定，カルテへの記載，医療スタッフへの情報の伝達な
どを行いつつ，個々の学生の態度・技能・知識の到達
度に合わせてチーム内での役割を与え，能力が向上す
ればより進んだ役割へと移行させるべきであり，その
ためには指導医は学生を評価し，形成的フィードバッ
クを行うことが重要である，とその概要と目的が述べ
られている１１）。
このように，従来の見学形態から実際に診療に参加

する臨床実習では，学生は診療チームの一員として診
療に携わることとが期待されており，このためにも，
こうした実習に入る前に共用試験によって，その知
識・技能・態度が考査されることとなったとも言え
る。

以上のように，医学教育課程における医師としての
コンピテンシーの質保証として，多段的・重層的な統
一的なコア・カリキュラムと考査システムが導入され
てきたわけだが，では，これまで各大学・医学部もし
くは講座単位で行われてきた医師養成（医学教育）に，
このようなラディカルとも言える改革が実現し得たの

か。次節では，そうした質保証への改革を支える医学
界のロジックと戦略を，モデル・コアカリ実施を決定
づけた「在り方会議」の議事録から探る。

（３）議事録分析

以下では，「医学・歯学教育の在り方に関する調査
研究協力者会議」（２０００年３月１０日～２００１年３月１６日）
の議事録を取り上げる１２）。この「在り方会議」はすで
に述べてきたように，２００１年３月に最終報告書を公表
しており，その報告内容を分析するアプローチは他の
政策（過程）分析の場合と同じように正統的だが，し
かし議論の中から浮かび上がってくる医学界のロジッ
クや戦略は答申・報告類では形式的に丸められること
が多いため，対立点や問題点を浮かび上がらせるため
に，本稿では議事録に着目している１３）。
議事録の分析方法とプロセスは以下の通りである。

まず議事録のテキスト全文をMAXQDA１０１４）に読み込
み１５），文脈に注意しながらデータをセグメント化（切
片化）し，それに対応するラベルをつけていった。ラ
ベルは１００個できたが，次にデータが充実したラベル
を中心に比較継続分析を行い，その結果，概念が２２個
抽出できた１６）。そして，概念間の関係に言及した結
果，６つのカテゴリーにまとめられた。またそれぞれ
の概念を構成するセグメント量を文書全体のセグメン
ト量で除してその比率を割り出した。なお概念ごとの
関連については分析していない（表１，参照）。
さて，概念，カテゴリー，またそれぞれの文書比率

を見てみると，「教育課程・内容・方法」に関する議
論が過半を占め，特に「コアカリ」については４分の
１に達しており，それぞれの議論がこの委員会の審議
の中心であったことは明らかである。モデル・コアカ
リの理念や各大学での判断・自律性，量や範囲，学体
系とのバランス，また具体的な科目の採択・順序，さ
らに導入への理解・実施体制，標準化への指向などが
中心的に論じられている（注のラベルを参照）。そし
て，このコアカリ導入に関して，特に臨床実習との関
連，また準備教育との関連，到達目標の設定や測定が
議題に乗せられている。
この委員会が医学教育の改革に関わる委員会であ

り，モデル・コアカリが中心的なテーマであったこと
は当然ではあるが，しかし議事録の分析から浮かび上
がってくるのは，医師の「国家試験」（以下「国試」）
と「アメリカとの比較」というカテゴリーである。こ
れらは最終報告書にはほとんど言及されていない。
わが国の医学教育の改革，特に教育課程半ばで，医
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師として必要な知識・技能・態度について実施される
共用試験・統一試験について，審議全般を通して参照
されているのは，米国メディカルスクールでの医師国
家試験 USMILE（United States Medical Licensing Exami-

nation）や実習体制などである。特に USMILEのス
テップ１（３段階で構成される国家試験の第１段階目
に当たる全国統一試験で，メディカルスクールの学生
は一般的に臨床実習に入る前の２年次末に受験する。
基礎医学分野からの出題される）についての言及が多
い。
このステップ１の実施が米国における医師養成の質

保証になっているという認識が述べられている。「ア
メリカでステップ１が行われることになった理由は，
非常に格差の大きかったメディカルスクールのレベル
を全国一定のレベルにすることと，これをやることに
よって，先生も学生もある程度意識してレベルをキー
プしなければならなくなり，全体的なレベルアップに
つながるということもあった」（第５回）。またその統
一化，標準化という点でも，「アメリカでは現に９０％

以上の人が通るわけで，問題の設定の仕方によって
は，最初はあまり意味のない試験かもしれないが，ス
トラテジーとして何年で全国レベルの基準にするかを
考えると，各大学が勝手にやるのではなく，全国的に
やらないと意味がない」（第５回）といった意見が出
されている。わが国の戦後占領期における医学教育が
米国をモデルに抜本的に改革されたことはよく知られ
ているが，共用試験の在り方をめぐっても同じように
米国が参照にされている。
次に，米国の国家試験と同様に，「質の担保が国家

試験だけに任されている現状を何とかしなければいけ
ない」（第５回）と，わが国の国試が医学教育の質保
証において，実質的には唯一のゲートキーパーになっ
ている現状を踏まえて，「最終学年まで引っ張って，
国家試験に通らないというのでは，本人にとっても国
家的にも無駄」（第５回），「統一試験をすると，途中
でやめさせるのに良い」（第５回），といったよう
に，６年間における教育課程の各段階で選抜を行うと
いう形の質保証へとシフトしていこうとする意向が見

表１ 「在り方会議」議事録におけるカテゴリー・概念とセグメント量の比率

カテゴリー 比率 概 念 比率

専門課程の前後 ８．７ 準備・教養・素養
基礎研究者・大学院教育
臨床研修

４．３
２．９
１．５

実施体制・対応 １０．７ 学内の実施体制
学生側の対応・課題
改革の進め方
医学教育全般の改革
国民・社会・患者からの理解

１．６
２．３
１．８
２．７
２．４

教育評価・目標・達成度 ４．６ 基準と評価
教育目標・達成度

１．１
３．４

教育課程・内容・方法 ５３．１ 基礎と臨床の統合
コアカリ
共用試験
臨床実習
PBL・チュートリアル

５．１
２６．４
９．７
１０．２
１．６

教員の教育体制 ７．７ FD
臨床実習の指導
教員・教育評価

２．０
３．３
２．４

国家試験 ５．２ 国試による質保証
試験内容とコアカリ
制度自体の改善

１．０
３．７
０．５

アメリカとの比較 １０．０ 実施体制・制度面
教員と学生
教育課程

２．４
２．０
５．６

１００．０（％） １００．０（％）
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て取れる。
ただその一方で，モデル・コアカリの内容と国試の

内容を連動させるという期待や方策も浮かび上がって
いる。「国家試験とコア・カリキュラムは連動してい
ないと，どちらを基準にするかが非常に問題になる」
（第６回）ため，「国家試験の出題基準との整合性を考
慮する必要はないのか。国家試験の出題基準はかなり
詳しく，現在作成中のコア・カリキュラムと必ずしも
整合性が取れない。今後，コア・カリキュラムと医師
国家試験出題基準の整合性をとるくらいの意気込みで
やりたい」（第６回）。そして，「実際に問題を作るの
は大学の先生だから，このコア・カリキュラム案のよ
うな方針で問題を作成すれば，国家試験と整合性を
とっていける」（第６回）。
このように，この委員会では，コアカリの導入が既

定路線となり，またその具体的な策定が論じられてい
るが，そうした議論の共通認識には，米国のメディカ
ルスクールの教育課程と USMILEを参照点としなが
ら，国家試験を基幹としてコアカリ―共用試験という
各段階を連動させつつそれぞれバルブを設けて，教育
課程の質を保証していくという戦略が基盤にあること
がわかるのである。

４．法曹養成の質保証システム

次に法曹について考察してみよう。
法曹養成の量と質のコントロールは，明治以来，司

法試験のみによって行われてきたと言っても過言では
ない。試験免除などの特権が存続していた時代もあっ
たが，戦後の司法試験はきわめて開放的であり学歴要
件などは求められてはいなかった。そうした制度の成
立と発展，変容，さらに養成数という「量」に関する
政策については石井（２００９）などに詳しいが，以下で
は「質」に関する政策と動向を考察していきたい。司
法試験という「点」から，法科大学院の教育課程と認
証評価という「プロセス」による質保証にシステムが
大きく転換したものの，その制度的定着が不透明な
中，法曹の質についても様々な議論がたたかわされて
いる。以下ではその質をめぐる法曹界のロジックと戦
略を浮かび上がらせたい。

（１）政策背景

すでに述べてきたように，現在のわが国の法曹養成
は法科大学院の教育課程において制度化されていると
言っていい。専門職大学院の枠組みでの法科大学院構

想の登場と，司法試験という「点」のみによる選抜で
はなく教育「プロセス」を重視した法曹養成の在り方
については，すでに様々な角度からの論考が蓄積され
ている。ここでは「司法制度改革審議会」（１９９９年７
月～２００１年６月）での議論ならびにその答申を中心
に，その教育課程と認証評価についての政策議論を跡
づけておきたい。
さて，９０年代に入ってからの司法制度の改革論議の

一環として，法曹養成数とその現状について，大学法
学部の間に予備校に奪われた法曹のための準備教育を
大学院における専門職業教育を整備することで取り戻
そうとする動きが生まれてきた（天野２００４，３２頁）。
１９９８年の大学審議会答申「２１世紀の大学像と今後の改
革方策について」で，「法曹実務」を「専門大学院」の
目指すべき分野のひとつにあげると，大学側は大学院
レベルでの法曹養成への改革の動きを加速させた。
１９９９年に内閣に司法制度改革審議会が設置され，また
文部省内にも「法学教育の在り方等に関する調査協力
者会議」が設置，大学を含めたさまざまな団体から
「ロースクール」構想が提示されたが，司法制度改革
審議会は２年余り６３回の審議を経て，２００１年６月，最
終的な意見書「２１世紀の日本を支える司法制度」を提
出，その中に，法科大学院制度の構想が盛り込まれた。
同年，中央教育審議会に大学分科会がおかれ，法曹

養成問題は大学分科会の「法科大学院部会」と「大学
院部会」で議論されることになったが，現在の法科大
学院の基礎となっているのは，上記司法制度改革審議
会「意見書」であり，中教審での議論はむしろこの「意
見書」に摺り合わせる形で制度設計が進められていっ
た。
「意見書」では，「司法（法曹）が２１世紀の我が国社
会において期待される役割を十全に果たすための人的
基盤を確立するためには，法曹人口の拡大や弁護士制
度の改革など，法曹の在り方に関する基本的な問題と
の関連に十分に留意しつつ，司法試験という『点』の
みによる選抜ではなく，法学教育，司法試験，司法修
習を有機的に連携させた『プロセス』としての法曹養
成制度を新たに整備することが不可欠である。そし
て，その中核を成すものとして，・・・法曹養成に特
化した教育を行うプロフェッショナル・スクールであ
る法科大学院を設けることが必要かつ有効であると考
えられる。」（６２頁）と，具体的な教育課程を掲げてい
る。法科大学院教育の基本となったものであるので，
長い引用ではあるが再掲しておこう。
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「� 法科大学院制度の要点
イ 標準修業年限

標準修業年限は３年とし，短縮型として２年で
の修了を認めることとすべきである。

ウ 入学者選抜
○入学者選抜は，公平性，開放性，多様性の確保
を旨とし，入学試験のほか，学部成績や活動実
績等を総合的に考慮して合否を判定すべきであ
る。

○多様性の拡大を図るため，法学部以外の学部の
出身者や社会人等を一定割合以上入学させるべ
きである。

エ 教育内容及び教育方法
○法科大学院では，法理論教育を中心としつつ，
実務教育の導入部分（例えば，要件事実や事実
認定に関する基礎的部分）をも併せて実施する
こととし，実務との架橋を強く意識した教育を
行うべきである。

○教育方法は，少人数教育を基本とし，双方向
的・多方向的で密度の濃いものとすべきであ
る。

○法科大学院では，その課程を修了した者のうち
相当程度（例えば約７～８割）の者が新司法試
験に合格できるよう，充実した教育を行うべき
である。

○厳格な成績評価及び修了認定の実効性を担保す
る仕組みを具体的に講じるべきである。

オ 教員組織
○法科大学院では，少人数で密度の濃い教育を行
うのにふさわしい数の教員を確保すべきであ
る。

○実務家教員の数及び比率については，カリキュ
ラムの内容や新司法試験実施後の司法修習との
役割分担等を考慮して，適正な基準を定めるべ
きである。

○弁護士法や公務員法等に見られる兼職・兼業の
制限等について所要の見直し及び整備を行うべ
きである。

○教員資格に関する基準は，教育実績や教育能
力，実務家としての能力・経験を大幅に加味し
たものとすべきである。

カ 学位
法科大学院独自の学位（専門職学位）の新設を

検討すべきである。
� 公平性，開放性，多様性の確保

○地域を考慮した全国的な適正配置に配慮すべき
である。

○夜間大学院や通信制大学院を整備すべきであ
る。

○奨学金，教育ローン，授業料免除制度等の各種
の支援制度を十分に整備・活用すべきである。

� 設立手続及び第三者評価（適格認定）
○法科大学院の設置は，関係者の自発的創意を基
本としつつ，基準を満たしたものを認可するこ
ととし，広く参入を認める仕組みとすべきであ
る。

○入学者選抜の公平性・開放性・多様性や法曹養
成機関としての教育水準，成績評価・修了認定
の厳格性を確保するため，適切な機構を設け
て，第三者評価（適格認定）を継続的に実施す
べきである。

○第三者評価を実施する機関の構成については，
法曹関係者や大学関係者等のほかに外部有識者
の参加によって客観性・公平性・透明性を確保
すべきである。」１７）

こうした「法科大学院」構想は，当時の「専門大学
院」制度の枠内では収まらず，結果的にその全面的な
修正が求められることとなり，新たに「専門職大学院」
の制度設計へと動いていった。２００４年４月の発足時点
での法科大学院は，国立２１大学（入学定員１，６９０名），
公立２大学（１４０名），私立４６大学（３，７７０名）の総計
６９大学（５，６００名）に達した。現在では（２１年度），７４
大学（５，７６５名）に上っている。明らかに当初想定さ
れていた養成数を大幅に上回るものであり，様々な対
策が論じられているが，本稿ではそうした「量」の政
策過程は扱わない１８）。

（２）改革の現状

さて，審議過程の中では，法曹の依頼者層，活動分
野，業務方針に対応してその養成形態も多様にならざ
るを得ないため，各大学院の教育内容も個性的な選択
の余地が認めるべきである，同時にコア・カリキュラ
ムの共通化が一定の水準において行われるべきであ
り，ミニマム・スタンダードともいうべきものを設定
することが望ましい，また教育方法も判例など具体的
な素材を用いて主体的に試行錯誤の中で思索を深めて
いくソクラティック・メソッド，実務家と学者の共同
によるティーム・ティーチングなどの導入，などに関
する議論がされているが１９），上記の「意見書」の法科
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大学院の「教育内容及び教育方法」には，特に詳細な
内容は言及されてはいない。
また，上述のように，「意見書」では「法理論教育

を中心としつつ，実務教育の導入部分」を実施すると
され，従来の司法研修所における司法修習の実務教育
の一部を行うことが期待されている（これまでの司法
研修所での１年４ヶ月の司法修習は１年に短縮され
た）。しかしその具体的な教育内容や教育方法は，こ
れまで大学法学部教育では行われてこなかったことも
あって，一部の大学で「臨床法学教育」として行われ
てはいるものの，現在も模索段階にあると言ってよ
い。また法学未修者の３年コースと既習者の２年コー
スを併存させる制度設計もまた，カリキュラム編成を
困難にしている（田中２００１）。
ところで，法科大学院の教育課程については，設置

基準には以下のような規定がある。

「（法科大学院の教育課程）
第五条 法科大学院は，次の各号に掲げる授業科目

を開設するものとする。
一 法律基本科目（憲法，行政法，民法，商法，民
事訴訟法，刑法，刑事訴訟法に関する分野の科目
をいう。）

二 法律実務基礎科目（法曹としての技能及び責任
その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目を
いう。）

三 基礎法学・隣接科目（基礎法学に関する分野又
は法学と関連を有する分野の科目をいう。）

四 展開・先端科目（先端的な法領域に関する科目
その他の実定法に関する多様な分野の科目であっ
て，法律基本科目以外のものをいう。）

２ 法科大学院は，前項各号のすべてにわたって授
業科目を開設するとともに，学生の授業科目の履
修が同項各号のいずれかに過度に偏ることのない
よう配慮するものとする。」２０）

ただし専門職大学院である法科大学院の場合，それ
らのカリキュラム編成などについては各大学に任され
ており，すでに本稿でも述べてきたように，その認証
評価は認証評価機関によって行われる仕組みとなって
いる。表２は，認証評価機関の授業科目群ごとの単位
数の評価基準を見たものであるが，各機関ごとに差異
が見られ，実際に大学によってそれぞれの科目配分や
単位数設定は大きく異なっているようである２１）。
さらに，各大学院の教育課程の調査結果を見てみる

と２２），入学定員やその選抜基準をはじめ，上記の法律
基本科目などの科目群ごとに配置された専任教員数や
その研究科教員と実務家教員の割合，年間担当授業単
位数，到達目標等の設定状況，各科目の成績評価（成
績分布の基準の設定），各科目の単位認定方法，法学
未修者と既修者のカリキュラム上での取り扱い方，修
了要件の単位数などなど，７０校以上ある法科大学院そ

法科大学院の教育内
容・方法等に関する中
間まとめ《平成１４年１
月２２日法科大学院の教
育内容・方法等に関す
る研究会》

認 証 評 価 機 関

大学評価・学位授与機構 日弁連法務研究財団 大学基準協会

法 律
基 本 科 目

５４単位
＊必修単位数の加重は
１５％以内

法律基本科目、法律実
務基礎科目、基礎法
学・隣接科目、展開・
先端科目のすべてにわ
たって教育上の目的に
応じて適当と認められ
る単位数以上の授業科
目が開設されていると
ともに、学生の授業科
目の履修がいずれかに
過度に偏ることがない
ように配慮されている
こと。

（修了要件）４２単位以
上
（開設）５４単位標準
上限６２単位（５４単位の
加重１５％に相当する８
単位増）

授業科目が法律基本科
目、法律実務基礎科
目、基礎法学・隣接科
目、展開・先端科目の
全てにわたって設定さ
れ、学生の履修が各科
目のいずれかに過度に
偏ることのないように
配慮されていること。

－

学生の履修が、法律基
本科目、法律実務基礎
科目、基礎法学・隣接
科目、展開・先端科目
のいずれかに過度に偏
らないよう規定するな
ど、適切に配慮されて
いるか。

法 律 実 務
基 礎 科 目

９単位

修
了
要
件
単
位
数
の
３
分
の
１
以
上

６単位以上
（上記のほか、平
成２３年度までに４
単位相当を必修又
は選択必修）

３３
単
位
以
上
の
履
修

６単位以上

基礎法学・
隣 接 科 目

４単位 ４単位以上 ４単位以上

展 開 ・
先 端 科 目

２６単位程度
（総単位数の１／４か
ら１／３程度）

１２単位以上 －

表２ 認証評価機関の評価基準と授業科目群ごとの単位数の状況
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れぞれ，驚くほど多様であることがわかる。
このように，新しい時代の法曹養成は司法試験とい

う点による選抜から法科大学院での教育プロセスへと
大きく転換されたわけだが，しかし具体的な教育課程
については各大学に委ねられた結果，それぞれの大学
院の教育課程の科目配分や単位数は，設置基準や認証
評価機関の評価基準があるものの，大学ごとに相当な
幅があることが明らかとなってきた。それ故にこそ，
こうした専門職大学院の制度のもとでの多様性は認証
評価機関による評価が必要なわけだが，専門職として
の法曹の養成に一定の質を求める観点からすれば，そ
の保証システムは十全に機能しているかどうかは不分
明であることが浮かび上がってきている。また法科大
学院修了者の質が十分ではないとの指摘が一部でなさ
れるようになり，実際に２０１０年３月末までに各認証評
価機関による全７４校の評価結果が出そろったが，約３
分の１の２４校が不適合との認定を受けている２３）。こう
した現状に鑑みて，中教審は大学分科会法科大学院特
別委員会で法科大学院の教育課程についての審議なら
びに今後の教育改善のための抜本的な「報告」を行っ
ている。次節では，その議事録を分析し，法曹養成の
質保証に関する議論を跡づけつつ，法曹界における
「質」をめぐるロジックと戦略を考察しよう。

（３）議事録分析

中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会
は，法科大学院の教育の在り方について問われる中
で，各法科大学院に対する実態調査，関係機関の見解
等の検討や法曹関係者からのヒアリングなどを行うと
ともに，第１９回（２００８年３月２７日）～３０回（２００９年４
月１７日）の１年余り１２回にわたる審議を経て，２００９年
４月１７日に「法科大学院教育の質の向上のための改善
方策について（報告）」を公表した。現時点（２０１０年
８月）で法曹養成の質保証に関する報告としては最も
新しく，また包括的なものである。以下で分析するの
は，その議事録である２４）。
分析方法とプロセスは前章の「医師」の場合と同様

であり，分析結果は表３の通りである。ラベルは全部
で１８５個，概念は３８個抽出できた。そして，概念間の
関係に言及した結果，１０のカテゴリーにまとめられ
た２５）。
まず概念，カテゴリー，またそれぞれの文書比率を

見てみると，「教育内容・プロセス・試験」に関する
議論が４分の１ほどであり，なかでも「法律基本科目」
の在り方について多くの議論がさかれていることがわ

かる。しかし医学教育とは異なり，コア・カリキュラ
ムについてはほとんど議論がされておらず，また「実
務基礎科目」や実務教育を一部肩代わりするという
「修習制度」との関係には言及が余りされていない。
またこの委員会では法科大学院の教育の質向上が審

議のメインであるはずだが，法科大学院の教育課程に
特化することなく，その入学段階の選抜から教員・学
生に関する問題，修了者の進路，司法試験との関係，
認証評価の在り方など，一連の法曹養成全般にわたる
課題が幅広く審議されていることがわかる。法科大学
院制度が依然として制度的な定着を成さず，認証評価
機関からの不適格認定に表れているように，入学から
司法試験合格までのプロセスにわたる全般的な制度の
見直しが大きな課題であることが示唆されている。そ
れは「制度面での課題・問題・確認」というカテゴ
リーの割合が低くないことにも顕著に表れている。言
い換えれば，法曹養成の質保証は良くも悪くも司法試
験という「点」でコントロールされてきたものが，法
科大学院の「プロセス」へと転換されたため，質の維
持・管理をどの時点で行うかが養成プロセス全体に拡
散していることを裏書きしている。
では，その養成プロセスの質保証の「仕掛け」をど

の段階に設置するかと言えば，「入学段階」カテゴリー
の比率が「教育内容・プロセス・試験」とほぼ同率と
なっているように，大学院の定員制限と入学時点での
選抜に期待が寄せられ，また議論が成されている。法
科大学院の多様な人材確保を目指すという理念は重視
されるべきではあるが，各大学による選抜や適性試験
の利用の在り方はバラバラで，入学定員自体が多すぎ
ることなどがまず問題とされている。定員の「設置認
可については，規制緩和の時代で・・一定の要件を満
たすところについては，設置を認めざるを得ない。そ
の結果として現在の入学定員になって」（第８回）し
まった結果，全体としての「適正規模」を超えるなど
「そもそも定員のほうが多すぎる」（第１０回）。そのた
め，「たくさんの修了生を出せば合格するだろうとい
うような問題のある大学」（第７回）が出てきて，「悪
貨が良貨を駆逐するといった現象」（第７回）がおこ
り，司法試験合格率が落ちている。その現状を見て，
「志願者が減少して質の高い入学者を確保することが
困難になっている」（第６回）という悪循環が続いて
いる，というのが共通認識となっている。こうした認
識を踏まえて，委員会では，「見直しは基本的に削減
の方向だという前提だということ」（第１１回）が最終
的に確認されている。
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こうした意見に表されているように，法曹養成の質
保証は，大学院での教育課程に依拠するよりも，入口
管理に期待する，といった認識が基盤にあることが示
唆されている。こうした入口での質保証の志向性とと
もに，医師の場合と同じく，国家試験である司法試験
との関係も問われており，またその比率も低くない。
ただその内容を見てみると，上に引いたように定員一
杯に入学させているために司法試験に合格率が低下し

ているという認識は共有されているものの，「司法試
験の合格率だけを至上命題にして予備校化することは
絶対に避けなければいけない」（第５回），「司法試験
の合格率や科目の優劣，成績で法科大学院の教育や入
学者選抜の質をはかるという単純な議論になる。逆
に，法科大学院の教育のほうから見て司法試験のあり
方やその後の司法修習のあり方が適切なのか」（第１
回），したがって合格者が少ないのは，「司法試験自体

表３ 「中教審大学分科会法科大学院特別委員会」議事録におけるカテゴリー・概念とセグ

メント量の比率

カテゴリー 比率 概 念 比率

入学段階 ２１．４ 多様な人材確保
削減の方向性
入学定員と教育レベル
適性試験
既修者と未修者

４．１
２．２
３．５
６．８
４．９

教育内容・プロセス・試験 ２３．９ 科目配置・単位配分
修了要件
修習制度との関連
法律基本科目
法律実務基礎科目
到達目標
コアカリキュラム

１．４
１．７
０．９
１３．０
２．５
３．０
１．４

教員の在り方 ４．０ 教員の担当役割
教員負担
教員を確保

０．６
０．７
２．６

学生関連 ３．３ 生活面
進学面

２．９
０．４

修了者の問題・課題 ５．４ 質保証の方策
進路の多様性
修了者の評価
修了後の進路・活躍

０．３
２．３
１．６
１．２

司法試験 ６．４ はかられる能力
合格率・合格点
大学院教育との関係

１．１
２．１
３．３

認証評価 １４．３ 制度面での必要性
評価項目
認証機関
適格認定

２．２
１．６
８．７
１．８

制度面での課題・問題・確認 ７．２ 改善する問題点があるわけではない
改善すべき問題点ある
制度改革の理念・方向性の重要性確認

１．３
３．０
３．０

大学外部との関連 ４．３ 他分野ならびに国際基準との比較
法曹界との関連

２．７
１．６

委員会の役割・報告書の在り方 ９．８ 委員会の使命
データ・情報公開
報告書のまとめ方

０．９
２．９
６．０

１００．０（％） １００．０（％）
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に何か問題があるのではないかと発想したほうが素
直」（第６回）であり，「全くの未修者が３年で到達で
きる水準をふまえた出題が必要」（第５回）で，「司法
試験のほうでどういう出題のあり方がその能力を試す
のに適切かということをご検討いただく」（第６回），
といった議論に見られるように，司法試験側が法科大
学院の理念にあわせて問題や内容を変更し合格者を増
やすべきである，といった論調となっている。した
がって，医師養成の場合とは異なって，国家試験でコ
ントロールすると言うよりは，司法試験の問題や内容
を法科大学院の教育課程にあわせるべきだとの意見が
強く，法科大学院の制度・理念を優先させるべき，と
いった議論となっている。
また，認証評価において合格率は考慮されていない

のが現状で，「これを見ない理由は，本来の法科大学
院教育に我々が求めたものとは全く逆の方向へのドラ
イブがかかるということを恐れるため」（第６回）で
あると説明されており，今後は「司法試験の合格率も
取り入れていかなければならないのではないか」（第
５回）とする意見も出されているが，上述の論理から
すれば，「満足な結果が得られないからと言って，合
格実績を上げることだけを考えて教育内容をどうした
らいいのかということを問題にするのはおかしい」
（第１０回）のであり，「合格率が著しく低い法科大学院
については，教育内容や入学定員の見直しという方向
に導いていく必要がある」（第５回）が，合格率を認
証評価の項目化するなど全体に網をかけるようなこと
はすべきではないというのが基調であった。そして，
この２００９年４月の委員会の「報告」では，「認証評価
の基準においては，法科大学院教育の質の保証の観点
から，例えば，・・・修了者の進路（司法試験の合格
状況を含む）などを重点評価項目とする必要があ
る。」２６）というような曖昧な表現にとどまり，認証評
価に司法試験合格率を項目に入れることはしなかっ
た。
ちなみに委員会の審議内容とは直結しないが，この

委員会が公表する報告（書）の在り方をめぐって議論
がたたかわされており，１割弱の比率を示している。
特に，「報告書」の文言や表記，データ公表の影響な
どに議論が集中していることがわかる。逆に言えば，
この委員会（報告）が，今後の法曹養成の方向性を決
定し，法曹界に多大な影響をもたらすことになるた
め，そのデータ公表や表現をめぐって慎重にならざる
を得なかったためであろう。
以上のように，法曹養成の質保証は，入学定員を制

限する方策が議論されて，その教育内容，特に実務教
育関連はほとんどなされていない。司法試験の「点」
から法科大学院の教育「プロセス」へという転換は，
むしろ法科大学院への「入学」（時点での適正な選抜）
という点の議論へと包摂されてしまった印象がある。
また「理論と実務の架橋」を目指し一部の大学院で
「臨床法学教育」が試行されているものの，この審議
過程を見る限りほとんど言及されておらず，むしろ司
法試験に関連する基本科目に焦点が絞られている。こ
れらの点で，法科大学院の理論と実務を架橋するとい
う教育課程への視点は希薄となっているといえよう。

５．考察

専門職の養成は，一連のプロセスから成り立ってい
ることは冒頭で触れたとおりだが，本稿ではその内の
教育課程に焦点を絞り，医師と法曹を対比的に取り上
げながら，その質保証の在り方を考察してきた。特に
医師の場合，入学時点から卒業まで，モデル・コアカ
リ，CBT，OSCEといった共用試験など，いくつかの
「仕掛け」が段階的に設けられ，それぞれが有機的に
関連づけられている。そして試行が開始されてからす
でに１０年近くを経ており，部分的な改訂はあるもの
の，医師養成における教育段階における質保証は制度
的には定着していると言っていい。しかし，他の専門
教育でこうした仕掛けが未だに導入・実施されていな
いことを考え合わせれば，同じような仕掛けがどの分
野にも適用できるわけではないだろう２７）。医師養成だ
からこそ，その「成功」を支えるロジックと戦略がか
み合っていたと考える方が理に適っている。
そこで，医師と法曹の議論を対比させながら，こう

した質保証のあり方が十全に機能する条件，そしてそ
れにまつわる問題点を整理しておきたい。

（１）国家試験と国際基準

すでにみてきたように，医学教育におけるモデル・
コアカリや共用試験などの議論から垣間見られるの
は，その内容を医師国家試験のそれとどのように連関
させるかといった論点であり，それは逆に国家試験の
重要性を浮かび上がらせている。医師養成の一連のプ
ロセスにおいて大学教育の質保証が求められるとは
言っても，医学教育が医師養成を目的とするものであ
る限り，学生が卒業試験―国家試験にパスして医療実
務に就くことができなければ，その専門教育の意味は
ゼロに等しいことになる。こうした教育課程のもつ非
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弾力的な特性，そして国家資格付与という強力なスク
リーニング機能は，現場実務に就くための最終的な質
保証システムとして，これまできわめて効果的に作動
し続けてきたわけである２８）。こうした事情は，法科大
学院の入学定員の制限問題の議論に，象徴的に現れて
いる。以前の「点」としての司法試験というバルブに
よって，質保証を曲がりなりにも機能させていた在り
方に比べて，現実的には法曹以外の進路をとらざるを
得ない学生が過半を占めているような現状では，その
教育課程はむしろ弾力的であるといわざるを得ず，教
育課程に質保証の仕掛けを設けたとしても，それが有
効に機能するかは疑わしい，そこでまずは入学者選抜
度を高めて学生数を絞り司法試験の合格率を高めると
いう方策，つまり教育課程のある程度の非弾力化を進
めるのが，法曹養成（法科大学院）の質を保証する最
も近道である，というロジックと戦略が看取できるの
である。
また，質保証の仕掛けを機能させる大学外部の基準

がある。それは，欧米の，特に医学の場合，米国にお
ける医学教育の在り方である。世界のトップレベルを
行く米国のメディカルスクールのあり方が，モデル・
コアカリや共用試験のモデルになっていることはすで
にみたとおりである。その事情の背景には，医学なら
びに医師の医療行為が持つ，国際的な水準へのキャッ
チアップあるいはグローバルな変化・動向への適応と
いったものが想定できる。こうした国際基準ないし国
際モデルという圧力が，大学内部の教育課程の改革に
もつながっているのである。その一方で，法曹に関す
る議事録では，こうした国際基準についてはほとんど
議論されていない。また議論されていても，米国の他
に欧州各国の事例が引き合いに出されたり，また企業
関係者から国際的な活躍を期待するといった文脈にお
いてである。つまり法曹の場合には，国ごとに法体
系・慣習が異なる中で，それぞれの国内・地域で実務
に携わることが基本的な形態であり，その養成も各国
独自のモデルがあることが前提とされていると考えら
れる。
こうした国家試験と国際的な参照基準という２つの

大学外部の装置は，どの専門（職）教育にも存在する
わけではない。まず，国家試験とそれに支えられたモ
デル・コアカリや共用試験は，非弾力的な教育課程と
国家資格（試験）が存在する分野，たとえば医療・保
健・福祉といった領域の各専門（職）教育では実効性
があるものと考えられ，実際に薬学や看護学などでそ
うした動きは着実に進んでいる。その一方で，特定の

専門職養成を目的とせず，国家試験とリンクしていな
い「専門」教育では，教育課程での質保証の仕掛けを
いくら施そうとも十分に機能しない，ということにな
る。そしてまた，現代のわが国の大学の「専門」教育
は，そうした国家試験と連関していない分野がほとん
どである。したがって，大学側だけが参照基準などの
ミニマム・スタンダードを決めても，外部のリジッド
な質保証の基準と対応・連関ができない限り余り意味
をなさない，ということになりかねない。また国際的
な基準に関して言えば，たとえば政府・文科省が
OECDのフィージビリティスタディーへの参加を予定
している「経済学」では，研究レベルでは国際化が進
み，また教育内容も世界各国とも共通した項目が想
定・設定しやすいとも言える。しかし，人文・社会系
の専門（職）教育は世界への発信・対応などが重要な
課題となっているものの，基本的にナショナルないし
ローカルな性格・志向を持つものが少なくなく，研
究・教育双方とも国際的な基準が存在するわけでも，
またそれと必ずしも接合ができるわけではない。
したがって，このような大学外部の２つの装置が大

学教育の質保証の仕掛けを有効に作動させるという仮
説に立つとすると，そうした装置を有している専門
（職）教育は，医療系以外にはそれほど多くなく，ま
たそれらの学部では教育課程での質保証のシステムは
効果的には働かないことが推論できる。しかし，より
根本的な問題は，専門職のコンピテンシーとその「質」
に関する定義についてである。

（２）専門職コンピテンシーとその「質」の定義

医師養成の場合，OSCEによって医師としての基本
的な資質，マインド，態度までも統一的に測定するこ
とまで行っている。専門職コンピテンシーが「定義」
されており，それを測ることがその「質」を保証する
という合意も成されていると言える。たしかに，医師
は専門職のプロトタイプであり，その愛他的要件など
から一定の態度・マインドが想定され，また医科学に
依拠して医療現場で不可欠な知識とスキルも同定しや
すい。ただし，他の専門（職）教育で，専門職コンピ
テンシー，そしてさらにその「質」について明確に定
義できるかは，非常に難しいのが現実であろう。
コンピテンシー（コンピテンス）については，これ

までにも様々な調査・研究の蓄積があり，また中教審
答申に掲げられた４つの要件からなる「学士力」の提
言も，そうしたコンピテンシーの流れに沿うものであ
ろう。ただし，全般的な大学教育で養成されるコンピ
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テンシーの要件・項目は，総花的・包括的・抽象的に
なりがちで，実際の教育現場あるいはカリキュラムと
して落とし込むには非常に困難である。専門職といっ
た特定の人材養成に限っても，現場で必要とされるコ
ンピテンシーの在り方は，きわめて個別的・文脈依存
的であり，それを様々な専門職を横断する共通項とし
て措定するのは難しい。さらにそうしたコンピテン
シーの「質」を定義し保証しようとすれば，なお一層
の困難が待ち受けていよう。
「コンピテンシー」や「質」は実体ではなく一種の
社会的（政治的）構成物であるとするなら，そこには
様々なアクター群（ステークホルダー）の思惑と恣意
が入り込む可能性がある。したがって，その定義をめ
ぐっては，養成に関わる様々なアクター群の調整が不
可欠となろう。今や医学教育では一連の質保証システ
ムが構築されているが，その「合意」までの調整は平
坦な道程ではなかったようである。医師としてのマイ
ンドや態度項目なども含み込んだモデル・コアカリの
場合，その選定と調整には２年間にわたって東京医科
歯科大学を中心としたワーキンググループに３０名余り
の教員が投入され，４３回の会合，延べ２００時間にわた
るコストを払って策定までこぎ着けている２９）。またそ
の策定過程で全医科大学・医学部教員にアンケートを
繰り返し，約１，４００の項目を記録集計して，その中か
ら必要項目を詰めていく作業を行うなどして，教員間
での合意を取り付けていった。専門分野ごとの特性を
考慮し，またそれに携わる大学教員の合意を調整する
ためにはこうした方法以外には考えにくいが，しかし
他の分野でこうしたアプローチがコスト的にも可能で
あろうか。
しかし，より重要な問題が潜んでいる。ひとつには，

「コンピテンシー」や「質」の定義は多様であるため，
影響力の強いアクターの一義的な定義によって，その
内容や改革の方向性が決定されてしまう可能性がある
ことである。たとえば，医師のモデル・コアカリは，
各大学の個性や特長を生かす余地も確かに残されては
いるものの，いわゆる「基礎」系の諸科目が「臨床」
系に飲み込まれる形で統合されていったという側面も
あり，今後，さらなる共通化，統一化が進む可能性も
ある。
また逆に，「質」などの問題を取り上げることにな

ると，これまで教育課程に関わってきたアクター群の
対立を引き起こし葛藤が顕在化する可能性がある。カ
リキュラムがこれまで設置基準・審査によってある意
味コントロールされてきた状況とは異なり，法科大学

院に見られるように，第三者による事後の認証評価に
任されるとなれば，これまで予定調和されていた法曹
界の各アクターの思惑と恣意がそこに入り込み，その
対立と葛藤が露呈する契機ともなりうる。事実，法曹
養成に関する議事録では，法科大学院側と日弁連側の
対立が鋭い形で露わとなっている。
このようにコンピテンシーや「質」には，その定義

をめぐって本質的なアポリアがある。専門職養成の
「量（養成数）」については，各アクター間で様々な政
治的葛藤があるにせよ，最終的には一定の「数」とし
て可視的な形で調整と妥結が図られる（橋本２００８）。
しかしコンピテンシーや「質」については，各アク
ターの定義が多種多様であるため，その落としどころ
を探るのは容易なことではないのである。

６．おわりに

本稿は，医師と法曹それぞれの養成プロセスの中
で，大学（院）の教育課程における質保証に関する議
事録分析を通じて，それぞれの養成にまつわるロジッ
クと戦略を分析してきた。
残された課題はもちろん多い。まず，本稿の内容・

方法論に関して言えば，議事録の内容分析を試みた
が，いくつかのカテゴリーや概念における議論を取り
残しており，カテゴリー・概念間の関係性なども十分
に分析できていない。また，それぞれの会議・委員会
における議事録分析と答申・報告とのつきあわせを十
分に行っておらず，議事録で議論されたイシューが答
申・報告にまとめられる過程で，どの項目がいかに取
捨選択されていくか，といった視点は新たな政策（過
程）分析につながる可能性があるが，本稿では扱いき
れなかった。
また本稿では，教育課程に焦点を絞ったが，専門職

の場合，質保証のシステムは大学卒業後にも様々な段
階での方策があり得る。特に，医師の場合では臨床研
修制度，法曹では司法修習制度について，現在大きな
政治的イシューとなっている。これらの制度の議論に
は，養成をめぐるアクター群の葛藤と対立がより鮮明
な形で現れている。本稿は，専門職養成の「質」保証
に関する研究プロジェクトの一つであるが，今後はこ
うした卒後研修についても分析の範囲を広げていく必
要がある。その際，医師や法曹といったプロトタイプ
に限らず，他の専門（職）教育との対比を行いつつ，
「質」の定義のメカニズムを考察して，それぞれの政
治的なヘゲモニーや附置構造をプロットしていく必要
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がある。また QAAなどの海外の動向を考慮に入れた
上で，各国における専門（職）教育の質保証の取り組
みもカバーしていかなくてはならないだろう。これら
の課題は他日を期したい。
さいごに，医師と法曹双方の質保証について，最近

の動向を追って締めくくりたい。医師養成について
は，２００９年２月に発足した医学教育カリキュラム検討
会が同年５月に「意見のとりまとめ」として『臨床研
修制度の見直し等を踏まえた医学教育の改善につい
て』を提出，その中で，モデル・コアカリや共用試験
の改訂，２０１０年度からの新たな臨床研修制度の開始な
どを視野に入れた上で，共用試験と医師国試，臨床実
習と臨床研修それぞれの整合性とその適正な評価シス
テムの確立や，実習内容でも共用試験の統一的な合格
基準を設定することなどを唱っており，本稿で今後の
課題として浮かび上がっていた各段階の評価基準の全
国統一化が着々と推進されていることがわかる。ま
た，法科大学院についても，２００９年９月には，特別委
員会は第三者機関が行う大学院の認証評価制度につい
て修了生の新司法試験の合格状況なども評価基準に盛
り込む方向で省令改正案をまとめ，それを受けて文部
科学省は，２０１０年３月，司法試験合格率を認証評価に
入れることに方向転換した。さらに同年９月には合格
率が全国平均の半分未満の状況が３年継続した場合，
公的支援を削減することなどを取り決めた３０）。また，
入学定員についても２０１１年度から全法科大学院が削減
に踏み切ることとなった。このように，法曹において
も，本稿で課題として浮かび上がってきた入学者数を
制限しつつ国試合格率を上昇させるという方向へと着
実に進んでいる。
医師や法曹では，よりリジッドな形での仕掛けの導

入がそれぞれ進んでいるようだが，それではわが国の
専門（職）教育全体について，こうした質保証とその
評価システムは今後どのように展開していくだろう
か。中央教育審議会大学分科会が２０１０年１月にとりま
とめた「２００９年８月から２０１０年１月までの大学分科会
の審議経過概要について」の中でも触れられているよ
うに，「職業資格につながる分野」での「専門的人材
養成」については，本稿で見たようなモデル・コアカ
リや共用試験導入が今後の一つのモデルとして位置づ
けられている。しかしこのことは，他の「職業資格に
つながらない分野」での質保証をどう進めるか，と
いった問題を逆に浮かび上がらせることになるだろう
（上記「とりまとめ」ではそれに関する言及はない）。
そして医学部（医療系学部）での仕掛けだけが突出し

た形で進んでいく場合，他の専門（職）教育がそれに
引きずられる形で改革が進められる可能性がないわけ
ではない。本稿で取り上げた医師，法曹という専門職
養成とその質保証を問うことは，これらの特定分野に
限定された議論ではなく，わが国の高等教育全般の教
育課程ならびに人材養成の在り方にもつながっている
のである。
（なお本稿は，挑戦的萌芽研究（H２１～H２３）「日本的
な専門職コンピテンシー抽出と質保証システム構築の
ための横断的分析」（代表 橋本鉱市）の研究成果の
一部である。）
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紀における医学・歯学教育の改善方策について―学部教育の再

構築の為に―』

医学における教育プログラム研究・開発事業委員会 ２００１『医学教

育モデル・コア・カリキュラム―教育内容ガイドライン―』

橋本鉱市 ２００８『専門職養成の政策過程』学術出版会

橋本鉱市編 ２００９『専門職養成の日本的構造』玉川大学出版部

石井美和 ２００９「法曹―拡大と抑制をめぐるポリティクス」橋本編

『専門職養成の日本的構造』玉川大学出版部

日本学術会議 ２０１０『大学教育の分野別質保証の在り方について』

佐藤達夫 １９９１「医学教育モデル・コア・カリキュラムを策定し

て」『大学と学生』第４３８号，６―１１頁

佐藤達夫 ２００２「モデル・コア・カリキュラム構想について」『リ

ハビリテーション医学』VOL.３９ NO.４，１９１―１９６頁

佐藤郁哉 ２００８『QDAソフトを活用する実践質的データ分析入門』

新曜社

司法制度改革審議会 ２００１『２１世紀の日本を支える司法制度（意見

書）』

田中成明 ２００１「法曹人口の拡大と法曹養成制度の改革について」

『法律のひろば』５４巻８号，４２―４７頁。

２１世紀医学・医療懇談会 １９９９『２１世紀に向けた医師・歯科医師の

育成体制の在り方について（第４次報告）』

注

１）本稿では，すでに橋本編（２００９）でも指摘したように，専門職

をベン＝デーヴィッドにならって，「高度に専門化した分野を基

盤とする職業に限定するよりも，はるかに幅広」な視野の下に，

「その職への就職が高等教育機関からの卒業証書を有する者に限

られている職業のすべてを指す」という，ゆるやかな意味で捉え
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ている（Ben＝David，１９７７＝１９８２，４９頁）。その意味で，本研究

が目指す方向性は，いわゆるリジッドな定義による「専門職」の

養成に限定するものではなく，特定の専門的人材養成を目的とし

ていない専門教育を排除するものではない。

２）なお，２００４年度から発足した国立大学法人についていえば，６

年ごとの法人評価が課されており，法人ごとに定めた中期目標な

どに対する業績評価を通じて，大学の個性の慎重や教育研究の質

的充実，また公共的な機関としての社会に対する説明責任を果た

すことが目的とされており，その中で「教育研究の状況」として，

各研究科・学部単位ごとの評価が行われている。

３）２００８年３月「専門分野別評価システムの構築―学位の質保証か

ら見た専門分野別評価のあるべき方向性について―」（２００７年度

文部科学省大学評価研究委託事業）

４）佐藤１９９１，６頁。

５）「在り方会議」２００１「あとがき」。

６）医学における教育プログラム研究・開発事業委員会 ２００１，最

終頁。

７）なお，これまでの一斉講義を中心とした「知識伝授型」の教育

から，少人数討論による「Problem-based learning（PBL）テュー

トリアル」と呼ばれる，学生が生涯にわたって課題を探求し，問

題を解決していく能力を身につける自己開発型学習が取り入れら

れてきているが，特に「在り方会議」報告やモデル・コアカリに

特記されているわけではないので省略した。

８）医学における教育プログラム研究・開発事業委員会 ２００１，

「教育内容ガイドライン作成の背景と考え方」。

９）Ａ．基礎項目（１．医の原則，２．医療における安全性への配

慮と危機管理，３．コミュニケーションとチーム医療，４．課題

探求・解決と論理的思考）

Ｂ．医学一般（１．個体の構成と機能，２．個体の反応，３．

病因と病態）（１８単位）

Ｃ．人体各器官の正常構造と機能，病態，診断，治療）（３１単

位）

Ｄ．全身におよぶ生理的変化，病態，診断，治療（７単位）

Ｅ．診療の基礎（１．症候・病態からのアプローチ，２．基礎

的診療知識，３．基礎的診療技能）（７単位）

Ｆ．医学・医療と社会（６単位）

Ｇ．臨床実習（１．全期間を通じて学ぶべき事，２．内科系臨

床実習，３．外科系臨床実習，４．救急医療臨床実習）（２５単位）

１０）「医学系の学習・評価項目（第２１版）」によれば，そうした「態

度」部分の評価については，「Ⅰ．診察に関する共通の学習・評

価項目」として，（１）医療安全，（２）プライバシー・羞恥心・

苦痛への配慮，（３）マナー・身だしなみ，（４）言葉遣い，（５）

挨拶や説明，「Ⅱ．医療面接」として，（１）診察時の配慮（Ⅰ．

を参照），（２）導入部分：オープニング，（３）患者さんとの良

好な（共感的）コミュニケーション，（４）患者さんに聞く（話

を聴く）：医学的情報，（５）患者さんに聞く（話を聴く）：心

理・社会的情報，（６）患者さんに話を伝える，（７）締めくくり

部分：診察への移行／クロージング，（８）全体をとおして，（９）

報告 などから構成されている。医療系大学間共用試験実施評価

機構の「医学系 OSCE学習・評価項目」による。http : //www.cato.

umin.jp/09/1905_2 qa.html ２０１０年９月取得。

１１）医学における教育プログラム研究・開発事業委員会 ２００１，

「３ 臨床実習１）臨床実習の考え方」

１２）全１３回。ただし，１０～１３回の議事録が未入手のため，分析に入

れていない。http : //www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chosa/koutou/010

/gijiroku/000301.htmlなどから。２０１０年９月取得。

１３）ただし，「在り方会議」の議事録は正確には「会議録」ではな

く抄録であり，文科省による手が加えられている可能性があり，

また委員名も伏されている。また審議会の委員はあくまでも管轄

する省庁によって選出され，その議論も「隠れ蓑」的な機能にと

どまるという批判はあるものの，いわばガス抜き的な委員も選出

されることが多く，したがって，議事録を分析対象とすることは

その意味でも答申類などを扱うよりもより対立点や課題が抽出で

きると期待できる。

１４）MAXQDA１０は，文書データの編集およびコーディング，コー

ド間関係に対応した分析モデルの構築，特定のコードに対応する

複数の文書セグメント（テキストの断片）の抽出，などの機能を

持っている。佐藤２００８などを参照のこと。

１５）ただし「歯学」に関する部分，文部科学省，厚生労働省等のコ

メントや式次第などは省略している。

１６）以下に各「概念」に分類された「ラベル」を掲載しておく。

「準備・教養・素養」：アーリーエクスポージャー，実技の準備教

育，準備教育とコアカリの重複」コアカリ，教養教育，素養教育

と準備教育，素養教育，準備教育としての生物学

「基礎研究者・大学院教育」：生命科学研究者養成の必要性，基礎

研究の必要性，基礎・研究者志望者の減少，基礎・大学院教育の

工夫

「学内の実施体制」：学部長のリーダーシップ，教務委員長の重責

「学生側の対応・課題」：コアカリとコアカリ，学生側の受け止め

方，学生の勉強量の負担

「改革の進め方」：実施体制，門下による教育内容のチェック必

要，大学ごとの改革の多様性必要

「医学教育全般の改革」：技能訓練の弱さ，現在の授業の無駄・重

複，思考プロセスの重要性，社会医学に必要性，卒前教育の範囲，

医学教育改革，人間学に立った医学教育，コミュニケーション能

力アップの方策

「国民・社会・患者からの理解」：疾病と社会ニーズの反映，医療

行為の社会的な視線，患者・国民に理解が必要，基準と評価医学

と歯学との間の標準化，国際基準との整合性

「教育目標・達成度」：EBM，標準的治療はない，教育達成判定

の標準化，教育目標の設定

「基礎と臨床の統合」：統合カリキュラムの志向性，統合カリの不

具合・困難さ，基礎と臨床の統合，基礎と臨床の教員乗り入れ

「コアカリ」：コアの理念，コアカリの量・範囲，コアカリの内

容，コアカリと学体系とのバランス，コアカリと医師・研究者養

成のバランス，コアと選択制，各論（採択・順序・内容など），

臨床実習との関係，導入への理解・実施体制，標準化への指向，

各大学の判断・自律性

「共用試験」：オスキーの概要と問題点，CBTの概要と問題点，

共用試験の課題・限界，共用試験の標準化，共用試験の時期，共

用試験の意義，共用試験の合格率，共用試験の各大学での利用，

共用試験の内容，共用試験の公平性，共用試験のコストパフォー

マンス，共用試験でのふるい分けの可否

「臨床実習」：臨床実習入門の内容・量，臨床実習入門の時期，ク

専門職養成の「質」保証システム ６３



リクラへの変化，クリクラの課題，臨床実習の時間数，具体的な

指針・評価作成，学生の医行為の範囲，医療事故対応・求償権，

臨床実習の大学差が問題，院外実習

「PBL・チュートリアル」：チュートリアル教育の課題，チュート

リアルの現状・改善

「FD」：富士研の概要，富士研の内容改善必要，FDの工夫・改善

「臨床実習の指導」：指導医の在り方，臨床教授制の導入

「教員・教育評価」：教育評価の方法，教育評価の低さ，教員評価

の問題

「国試による質保証」：質の担保が国家試験だけに任されている，

国試合格率の大学間格差

「試験内容とコアカリ」：コアカリとの整合性，国試の現状，大学

教員がコアカリに見合ったものを作る

「制度自体の改善」：国家試験の出題方法，国試の受験回数制限す

べし，実施主体

「実施体制・制度面」：全国レベル，大学院との連関，ステップ１

「教員と学生」：教員の教育指導，学生の負担・勉強

「教育課程」：カリキュラム，達成度判定，準備教育，臨床実習

１７）「Ⅲ 司法制度を支える法曹の在り方 第２ 法曹養成制度の

改革 ２．法科大学院 （２）法科大学院制度の要点」６５―７０頁。

１８）戦後の「量」に関する政策については，石井（２００９）を参照の

こと。

１９）たとえば，「法科大学院構想について」司法制度改革審議会（第

１５回）２０００年３月１４日小島武司，配付資料（別紙５）http : //www.

kantei.go.jp/jp/shihouseido/dai 15/15 bessi 5.html（２０１０年９月取得）。

２０）文部科学省告示第五十三号（抜粋）専門職大学院設置基準第五

条第一項等の規定に基づく専門職大学院に関して必要な事項

２１）「法科大学院教育の質の向上のための改善方策について（報

告）」（中教審２００９年４月），資料２，３２頁。

２２）「法科大学院教育の質の向上のための改善方策について（報

告）」（中教審２００９年４月），資料。

２３）『読売新聞』２０１０年３月３０日付。

２４）http : //www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/012/gijiroku

/08033113.htmなどから。

２５）以下に各「概念」に分類された「ラベル」を掲載しておく。

「多様な人材確保」：他学部・社会人へのアピール方策，社会人・

他学部３割割当の可否，受験者層の多様化，受験生減少一途，制

度の理念

「削減の方向性」：大学の対応は多様，各大学へのケア，経営に直

結，基本的に削減

「入学定員と教育レベル」：教育の質のレベルを維持，競争性確

保，適正規模，規制緩和の影響，定員割れ，定員が多くて司法試

験合格率低下，養成数３，０００人との関連

「適性試験」：入学選抜機能の可否，大学ごとに多様な選抜，下位

１５％と法曹の資質，適性試験の成績とローでの成績の関連，入学

後の追跡調査データ，適性試験の改善，統一化の方向性，統一的

な既修者認定試験，司法試験との連関の有無，認証評価での評価

「既修者と未修者」：入学定員の割り当て，統一的な既習者認定試

験，学力のばらつき，修得単位数の相違，未修者のケア，既修者

認定の厳格化，既習者のレベルダウン，既修者の単位認定

「科目配置・単位配分」：基本と実務の配分，９３単位を越える分

「修了要件」：進級厳格化，修了要件の厳格化，再試験制度の運

用，修了率の定義・理解，学内滞留の取り扱い

「修習制度との関連」：修習サイドとの連携・切り分け，修習サイ

ド側の実務教育への要望，実務技能と修習の在り方

「法律基本科目」：双方向型の授業法，学生の自主学修量，展開・

先端科目との関係，既習者の学修，未修学者の学修・進級，学説

と判例，主要な物の考え方，科目のバランス・単位配分，法曹に

は基礎科目が必要，到達目標は見えやすい，必修単位数の設定，

司法試験との関連，認証評価との関連

「法律実務基礎科目」：理論的教育の上に積み上げ，２，３年次配

置の可否，必修科目として，前期修習肩代わり論，到達目標の共

通認識，実務教育の改善が質保証に，統一的なカリ提示が必要，

実務家教員にお任せ状態，大学ごとに個性

「到達目標」：可能な範囲で具体的な項目，知識偏重を避ける，認

証評価との関連，法曹としてのコンピテンシーの明確化，標準

化・共通化の方法，周知・施策の方策，目標基準の設定作成，教

員・大学の自律性，日弁連の提言

「コアカリキュラム」：コアを示すことは意味がある，定量化にな

らないように重点化，必要以上の枠（コアカリ）不要，現場から

学習指導要領との批判，実務教育をどう扱うか，範囲と量，理

念・方針

「教員の担当役割」：教員の教育能力，基準改正，実務家教員と研

究者教員

「教員負担」：国立と私立の相違，教育のバックアップ資源不足，

教育負担が重圧，教員を確保，分野ごとの相違

「教員（数）確保」：次世代養成，ダブルカウント，年齢の配慮，

調査必要

「生活面」：授業料・奨学金と問題

「進学面」：博士課程進学問題，学生側からの視点

「質保証の方策」：各大学の自己規律・努力，様々な観点，内容の

範囲

「進路の多様性」：修了者の企業での扱い，法曹以外の方実務の分

野

「修了者の評価」：修了者の質が悪いことのデータ確認，従来に比

べて遜色ない，質低下は一般化すべきでない，評価は時期尚早，

第１期生は優秀，基本が分かっていない，質が低下したという指

摘

「修了後の進路・活躍」：ローの法曹養成だけではない機能の可

否，修了生が多様な分野で活躍

「はかられる能力」：２０１１年からの予備試験との関係，選抜方法と

内容，司法試験だけで締める，はかれる能力（フィルタリング）

「合格率・合格点」：養成数抑制との関係，最低点の推移，未習者

と既習者の相違，合格率の考え方・評価

「大学院教育との関係」：未習者対応を希望，司法試験合格かス

クールの教育が先か，到達目標との関連，大学院の予備校化，大

学院教育と合格率は関連がない，大学院教育と連関している，司

法試験の方を考えるべき

「制度面での必要性」：理念・方法，自己点検へのフィードバッ

ク，国際的基準，設置基準と事後規制

「評価項目」：教員審査，学生成績の評価，司法試験合格率による

評価

「認証機関」：大学評価・学位授与機構，大学基準協会，日弁連法

務研究財団，３つの実施機関のズレ，３機関の調整
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「適格認定」：実施状況・認定結果，文科省の役割，ケアの必要，

マスコミの扱い

「改善する問題点があるわけではない」：きちんとやることはやっ

ている，見直しは時期尚早，重大な問題は存在しない，従来より

進展した点

「改善すべき問題点ある」：一部だけでなく全体改善，法曹養成制

度自体の見直し，国民の権利擁護に支障を来す，法科大学院協会

の役割，専門職大学院の枠でいいか，問題がある大学院のみ見直

し，制度すべてではない部分的改善，教育課程の共同実施・統合

等，統廃合の可能性，規模の問題

「制度改革の理念・方向性の重要性確認」：量と質の関係，司法制

度改革審議会の答申・理念重視，各大学の教育の多様性と裁量の

確保，プロセスとしての教育重視，法曹人口との関連，国立・私

立，地域バランス，複線化

「他分野ならびに国際基準との比較」：職業資格の質保証，医学教

育との比較，国際競争に勝てる法曹養成，国際基準との関連，フ

ランスとの比較，アメリカとの比較

「法曹界との関連，日弁連の意見の可否と対応，日弁連の支援体

制，法曹三者の関与

「委員会の使命」：法科大学院の機能定着に重責，質保証を重点審

議，不適格大学院の排除検討の場ではない，ワーキング・グルー

プでの議論

「データ・情報公開」：一部分だけが取り上げられがち・データ一

人歩き，データの公表の取り扱い，調査・データの必要性，大学

側からの発信必要

「報告書のまとめ方」：報告内容の周知・施策，データの出し方，

中間報告との異同，慎重なスタンス・漸進的な書き方，細かい文

言修正，様々な立場を盛り込む，具体的な提案とメッセージを出

す，言葉の並べ方・表現の工夫・明確な意味

２６）中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会 ２００９「第４

質を重視した評価システムの構築 １．教育水準と教員の質に

重点を置いた認証評価」２６頁。

２７）コアカリはその後も改訂作業が続いており，共用試験について

も全国共同機関を中心として内容や実施の改善が試みられてお

り，またそれらを経た医学生も実務についてまだ間もない状況で

ある。したがって，教員・学生をはじめ実務現場での医療関係者

などへの包括的なフォローアップ調査が必要であろう。

２８）ただし医師，法曹養成ともに，上記の議事録分析からは，不思

議なことに，卒業試験に関する言及はほとんどない。これは卒業

試験時点（にまで至って）のふるい落としという質保証は現実的

には機能していないか，もしくは大学側が卒業試験をパスさせず

国試受験をさせないケースがあっても公にはしないか，などのた

めと思われる。

２９）医学における教育プログラム研究・開発事業委員会 ２００１，あ

とがき。

３０）「毎日新聞」２０１０年９月１７日付朝刊。
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